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１．制度の趣旨

労災保険は、労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する

保護を目的とした制度である。

しかしながら、これら労働者でない人の中には、業務の実態や災害の発

生状況等からみて、労働者に準じて労災保険によって保護するにふさわし

い場合がある。

また、労災保険の適用範囲は、日本国内に限られており、国内の事業場

から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する人については、わが国の

労災保険の保護は及ばない。

そこで、労災保険ではこのような者に一定の要件の下に加入を認め、保

護を図ることとしている。
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２．第一種特別加入（中小事業主等）

保険関係が成立していること（労働保険番号ごとの加入）

労働保険の事務を「労働保険事務組合」に委託（又は委託の予約）を

していること

労働保険事務組合に委託できる範囲*¹の労働者を使用している*²こと
*¹…下図のとおり（日本標準産業分類による）

*²…年間100日以上労働者を使用していること（見込みも含む）
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（１）加入要件

業種 労働者数（常時）

金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下

卸売業・サービス業 100人以下

その他（上記以外）の業種 300人以下



労働者を使用する事業主、常態として労

働者に準じた業務に従事するその他の者は、

全員が包括して加入申請しなければならな

い。希望者のみの加入はできない。（労働

者に準じた業務を行わないものは対象とな

らない。）

ただし、事業主に就労実態がなく特別加

入を希望しない場合には、理由書を提出す

ることにより、事業主を包括加入から除く

ことができる。
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（２）包括加入

※東京労働局HPよりダウンロード可



期間を空けずに事務組合の委託替えを行った

場合、所定の手続きによって、脱退者を除き特

別加入者の地位を継続することができる。

【手続き】

新事務組合は当室へ以下の書類を委託年月日

の翌日から10日以内に提出する。

①特別加入の継続に係る報告書

②保険関係成立届（事務処理委託届）の写し

③委託解除通知書の写し
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（３）委託替に係る特別加入の継続処理

※ 期限を超過する場合は「労働保険事務等委託書」を併
せて提出する。

※東京労働局HPよりダウンロード可

①新事務組合

成立届

受付印

② 新事務組合

委託解除
通知書

③ 旧事務組合



（４）記入例

○.４.-1
受 付

△△労働基準監督署

【特定業務・給付基礎日額】

• 業務内容が特定業務のいずれかに該当する場合、

番号を○で囲む。

• 特定業務に該当する場合、業務歴を記入する。

【業務の内容】

• 特別加入者として行う労働者に準じた業務の具体

的内容、並びに従事する事業の使用労働者の所定

労働時間を記入する。

• 所定労働時間が法定時間を超える場合、休憩時間

を記入する。

【特別加入予定者】

• 事業主、その他事業に従事する包括して加入しな

ければならない者を記入する。

• 暦日は和暦で記入する。

【記入例１】
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○.７.-7
受 付

△△労働基準監督署

【変更届の場合】

• 特別加入者の事項の変更、特別加入者の一部脱退、

特別加入者の追加加入があった場合に記入する。

• 特別加入者の追加加入があった場合、加入申請と

同様に内容を記入する。

• 異動年月日が受付日より前の場合、変更決定を希

望する日は受付日の翌日を記入する。

【記入例２】

【脱退申請の場合】

• 特別加入者全員が脱退する場合に記入する。

• 遡って脱退をする場合、脱退の理由に日付と内容

を記入し、脱退を希望する日には受付日と同じ日

付を記入する。

例）理由：令和〇年６月30日付け役員退任のため

希望日：令和〇年７月７日
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（５）注意事項
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①加入の場合（新規・追加）

□ 事業主との地位又は続柄は記入されているか。

□ 所定労働時間は法定時間内であるか。また、シフト制の場合、すべて
記入されているか。（記入しきれない場合、協定等の写しを添付して
ください。）

□ 「除染の有無」、「従事する特定業務」は選択されてるか。

□ 包括加入しているか。また、事業主が加入しない場合、理由書は添付
しているか。

□ 継続一括している場合、被一括事業場を誤って申請していないか。



②事項の変更の場合（氏名・業務内容・地位又は続柄）

□ 変更する事項のみ記入しているか。（氏名・生年月日は必須）

□ 訂正に係る届ではないか。
→訂正が必要な場合は訂正願を提出してください。
（書式はＰ39参照）

□ 地位又は続柄を変更する場合、役職名等を記入しているか。
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③脱退の場合（一部・全員脱退）

□ 遡って脱退する場合、「退任、退職、死亡、労働者になった」のいず
れかの理由であるか。（就労実態がなくなった場合、受付日の翌日以
降の脱退となる。）

□ 受付日より相当期間（６か月以上）遡って脱退する場合、確認資料が
添付されているか。

□ 事業主が一部脱退する場合、新たな事業主の加入はされているか。
・既に加入している者が事業主となる場合、事項の変更が必要。

・新たな事業主が加入しない場合、理由書の添付が必要。

・脱退の理由が就労実態がなくなった場合、異動年月日は特別加入者でなくなる日

を記入し、理由書の添付が必要。（希望日＝異動年月日。補償は前日まで）

例）
Ｒ７.11.27 受付

11月30日まで加入
したい場合の記入例
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（６）必要書類・加入月数等早見表
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事由 書類 月数算定方法 留意事項

加入

新 規 加 入 加 入 申 請 書
希望年月日の
属する月から

・包括加入
・事業主加入なし→理由書添付

追 加 加 入 変 更 届
希望年月日の
属する月から

・異動年月日が過去の日付
→受付日の翌日から加入（包括加入）

変更
事 項 の 変 更 、
事 業 主 の 変 更

変 更 届
・事業主加入なし→理由書添付
・変更届の必要がない場合、理由書のみ提出

脱退

死 亡 、 退 任 、
労働者になった
（ 遡 及 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異動年月日の
属する月まで

・遡及６か月以上→確認資料添付
・事業主の加入なし→理由書添付

脱 退 申 請 書
（ 全 員 脱 退 ）

事由発生日の
属する月まで

・遡及６か月以上→確認資料添付
・遡及の場合、理由欄に必ず年月日も記入

業務に従事しない
（ 遡 及 不 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異動年月日の
属する月まで*¹

・事業主の加入なし→理由書添付
・希望年月日＝異動年月日
*¹事業主の脱退の場合、異動年月日の前日まで加入

脱 退 申 請 書
（ 全 員 脱 退 ）

希望年月日の
属する月まで

・希望年月日は受付日から30日以内

委 託 解 除
委託解除日の
属する月まで

・委託解除の場合、脱退申請書は不要。



３．第二種特別加入（一人親方等）

①一人親方その他自営業者

常態として労働者を使用しないこと*¹

厚生労働省で定める事業*²を行ってい

る者及びその事業に従事する者

特別加入団体の構成員となること

東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、茨城、

栃木、群馬、静岡に事業の拠点（住居、

事務所等）がある者

*¹…年間100日未満労働者を使用であること

*²…右表のとおり
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（１）加入要件 イ．自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事
業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う
貨物の運送の事業（特１）

ロ．建設の事業（特２）
ハ．漁船による水産動植物の採捕の事業（特３）
ニ．林業の事業（特４）
ホ．医薬品の配置販売の事業（特５）
ヘ．再生利用の目的となる廃棄物等の収集等の従事者
（特６）
ト．船員法第１条に規定する船員が行う事業（特７）
チ．柔道整復師が行う事業（特８）
リ. 創業支援等措置に基づく事業（特９）
ヌ．あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師が行う事業
（特１０）

ル．歯科技工士法第２条に規定する歯科技工士が行う事
業（特１１）

ヲ．特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
第２条１項に規定する特定受託事業者が同条第５高に
規定する業務委託事業者から同条３項に規定する業務
委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託
事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と
同種の事業であって労働者災害補償保険法施行規則第
46条の17第１号から第11条までに掲げる事業及び労
働者災害補償保険法施行規則第46号の18各号に掲げ
る作業を除いたもの（以下「特定フリーランス事業」
という。）

※下線は東京局で承認された団体がない事業



②特定作業従事者

厚生労働省令で定める作業*¹に従事する者

特別加入団体の構成員となること

東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、茨城、栃木、群馬、静岡に事業の
拠点（住居、事務所等）がある者

*¹…下表のとおり
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イ．特定農作業従事者
ロ．指定農業機械作業従事者
ハ．国又は地方興行団体が実施する訓練従事者
ニ．家内労働者及びその補助者
ホ．労働組合等の常勤役員
ヘ．介護作業従事者及び家事支援従事者
ト．芸能関係作業従事者
チ．アニメーション制作作業従事者
リ．ＩＴフリーランス



（２）事務処理を行うことが出来る区域
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下記の要件を満す場合、区域（東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨・茨
木・栃木・群馬・静岡）を超えて事務処理を行うことができる。

• ブロック単位での研修等実施計画を申し出る
別表の各ブロックにおいて、年１回以上、特別加入団体が

災害防止等に関する研修会等（双方向の質疑応答・オンラ

イン形式を含む。）の実施を計画し、「特別加入団体にお

ける事務処理を行うことが出来る区域にかかる申出書」を

労働局長へ提出する。

• 毎年度４月末までに前年度の研修実施状況を報告する
「特別加入団体における災害防止措置にかかる報告書」に研

修の次第、写真等の実施時の実態が分かる資料等を添付し、

労働局長へ提出する。

ブロック 都 道 府 県

北 海 道 北海道

東 北
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

関 東
東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県

北 陸 新潟県、富山県、石川県、福井県

中 部
長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

関 西
滋賀県、和歌山県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県

中 国
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九 州
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

＜別表＞



（３）特定フリーランス事業従事者について

①加入対象事業
(イ)．特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業（特定受託事業）

(ロ)．特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う（イ）と同種の事業

②加入対象者
(ハ)．(イ)又は(イ)及び(ロ)を満たしており、労働者以外の者であって、特定フリーランス事

業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

(ニ)．労働者以外の者で(ハ)の者が行う事業に常態として従事している者（家族従事者）

※第二種特別加入において、特定フリーランス事業以外に該当する事業がある場合、

該当する事業ごとに特別加入する必要があります。

例）
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• B企業からプログラミング
業務を受託

• C企業から経理業務を受託

• プログラミング業務
ITフリーランス

• 経理業務
特定フリーランス事業

Aさん



③特別加入団体の新設における要件

特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績

→１年以上の活動、100名以上の構成員

全国単位で団体運営しており、都道府県ごとに訪問可能な事務所等を

設けていること

加入を希望する者等に対し、加入・脱退・災害発生時の労災給付請求

書等の各種支援を行うこと

加入者に対し、適切に災害防止のための教育を行うこと

※ 特定フリーランス事業に係る特別加入は、全国単位での運営が前提にあります。

よって、一人親方等団体における事務処理を行うことが出来る区域に係る申出書は

不要ですが、別途必要な書類があります。
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（４）記入例
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○.４.-9
受 付

△△労働基準監督署

【特別加入予定者】

• 本人確認をした書類に記載されている氏名を記入

する。

• 通称等は使用せず、本名を記入する。

• 一人親方等との関係が「家族従事者」の場合、ど

の特別加入者の家族従事者であるか余白に記入す

る。

【記入例３】

【業務の内容】

• 一人親方等団体の業種と一致した内容の業務を記

入する。

• 労働者の始業及び終業の時刻は記入する必要はな

いため、斜線を引く。
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添付する

【特定フリーランス事業従事者の場合】

• 加入時に業務に内容欄に、業務内容と「日本職業

分類（総務省ＨＰ参照）」の中分類項目番号を記

入する。

• 加入時は「特定フリーランス事業に係る事業者と

の取引実績等確認済証明書（加入時）」の書類を

添付する。

受 付

△△労働基準監督署

○.11.-30

【記入例４】



（５）注意事項

①加入の場合（新規・追加）

□ 業務又は作業の内容が、一人親方等団体の業種と一致しているか。
（複数の事業を行っている場合、それぞれの事業ごとに加入する。）

□ 加入希望者に対し、身分証明書の提示を求めているか。また、その写
等を保管しているか。

□ 建設業の一人親方の業務内容は、建設業の請負契約の目的たる建築物
や構造物の完成のために行う業務であるか。

※労働者の始業及び終業の時刻の記入は不要である。

※特定作業従事者の場合、複数人で事業を営んでいても構わない。
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②脱退の場合（一部・全員）

□ 遡って脱退する場合、「死亡、労働者を雇用し中小事業主となった、
団体から退会した、労働者になった」の理由であるか。

20

③その他

特別加入団体は労災保険法上、事業主とみなされる。また、その構成

員は、労災保険法上の労働者としてみなされる。したがって、一人親方

等団体は労働保険事務組合と異なり、事業主として次の義務が生じます。

• 日頃の災害防止活動

• 労災保険特別加入の労働保険事務（保険料の徴収等）

• 労災保険給付に伴う事務



（６）必要書類・加入月数等早見表
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事由 書類 月数算定方法

加入

団 体 設 立 加 入 申 請 書
希 望 年 月 日 の
属 す る 月 か ら

追 加 加 入 変 更 届
希 望 年 月 日 の
属 す る 月 か ら

脱退

死 亡 、 退 任 、
労 働 者 に な っ た 、
中 小 事 業 主
に な っ た
（ 遡 及 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異 動 年 月 日 の
属 す る 月 ま で

上 記 以 外
（ 遡 及 不 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異 動 年 月 日 の
属 す る 月 ま で

団 体 解 散 脱 退 申 請 書
団 体 解 散 日 の
属 す る 月 ま で



４．第三種特別加入（海外派遣者）

以下のいずれかに該当する場合

日本国内の事業主*¹から、海外で行われる事業*²に労働者として派遣
される者

日本国内の事業主*¹から、海外にある中小規模の事業*³に事業主等と
して派遣される者

技術協力の実施事業を行う国際協力事業団等の団体から、開発途上地
域で行われている事業に従事する者

*¹…日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業（有期事業を除く）の事業主
*²…海外支店、工場、現地法人、提携先企業など、事業の拠点が海外にあるもの
*³…企業単位で業種ごとの労働者数で判断（第一種特別加入と要件は同じ）
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（１）加入要件



【加入要件の概略図】

23

国内事業の労働者

直 接 海 外 で
雇 用 さ れ た 者

国 内 事 業 の
労働者以外の者 *²

労 働 者

中 小 事 業 主 等
（代表者・役員等）

一 人 で 業 務 に
従 事 す る 者 * ¹

海外へ派遣

〇：加入できる

：加入できない

*¹…一人親方等と同じ要件と
なるため、加入できない。

*²…中小事業主等の特別加入
している者を含む。



（２）海外出張との区別

海外での業務は大きく区分すると以下に分けられる。

海外出張者：
単に労働の適用の場が海外にあり、国内の事業場に所属し、その事業
場の使用者の指揮命令に従って勤務するもの。

海外派遣者：
海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮命令に従って勤務
するもの。
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区分 海外出張の例 海外派遣の例

業
務
内
容

• 商談
• 技術等の打ち合わせ
• 市場調査、会議、視察
• アフターサービス
• 現地での突発的なトラブル対処
• 技術取得などのために海外に赴く場合

• 海外関連会社（現地法人、合弁会社、連携先企業
等）へ出向する場合

• 海外支店、営業所などへ転勤する場合
• 海外で行う据え付け工事、建設工事（有期事業）

に従事する場合（統括責任者、工事監督者、一般
作業員等として派遣される場合）



受 付

△△労働基準監督署

○.５.14

【記入例６】

受 付

△△労働基準監督署

○.５.14

【記入例６】（３）記入例
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【第３種特別加入に係る労働保険番号】

• 事務組合が保険番号の振り出しを行う。

【派遣先】

• 事業の名称、事業の所在地、派遣先国を記入する。

【従事する業務の内容】

• 「業務内容」、「地位・役職名」は必ず記入する。

→派遣先において、地位が代表者の場合、「業

種」、「労働者数」、「就業時間」を記入する。

また、派遣先事業の労働者数がわかる資料を添

付する。

←代表者のため
労働者数確認
資料が必要

業務内容：経理、マーケティング企画
地位・役職：支店長（代表者）
業種：卸売業
労働者数：68人
就業時間：9：00～18：00

業務内容：マーケティング企画、商品開発
地位・役職：マネージャー（労働者）

受 付

△△労働基準監督署

○.７.-1

【記入例５】
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受 付

△△労働基準監督署

○.５.14

【記入例６】

【変更届の場合】

• 特別加入者の事項の変更、特別加入者の一部脱退、

特別加入者の追加加入があった場合に記入する。

• 特別加入者の追加加入があった場合、加入申請と

同様に内容を記入する。

• 異動年月日が受付日より前の場合、変更決定を希

望する日は受付の翌日から30日以内を記入する。

【脱退申請の場合】

• 特別加入者全員が脱退する場合に記入する。

• 遡って脱退する場合、脱退の理由に日付と内容を

記入し、脱退を希望する日には受付日と同じ日付

を記入する。

例）理由：令和○年４月30日付け帰国のため

希望日：令和○年５月14日



（４）注意事項

①加入の場合（新規・追加）

□ 日本国内において、労働者であるか。
国内で事業主等の労働者以外の者は第三種特別加入は認められない。
（中小事業主。一人親方等の特別加入者も認められない。）

□ 日本国内の継続事業（一括有期事業を除く）からの海外の事業へ派遣
されるものであるか。

□ 派遣先において代表者等の地位で加入する場合、
・業務内容は労働者に準じた内容を記入しているか。
・「業種」、「労働者数」、「就業時間」は記入されているか。
・労働者数が確認できる資料を添付しているか。
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②事項の変更の場合（氏名・派遣先・業務内容等）

□ 派遣先において代表者等に変更となった場合、必要な事項の記載、確
認資料は添付されているか。

□ 派遣先が変更となった場合、「事業の名称」、「事業場の所在地」、
「派遣先国」は記入されているか。（記入欄が狭小のため、別に任意
の書類に記入いただいても構いません。）

28

③脱退の場合（一部・全員）

□ 遡って脱退する場合、「帰国、死亡、退職」の理由であるか。（自己
都合等により脱退する場合、遡っての脱退は認められない。）

□ 受付日より相当期間（６か月以上）遡って脱退する場合、確認資料が
添付されているか。



（５）必要書類・加入月数等早見表
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事由 書類 月数算定方法 留意事項

加入

新 規 加 入 加 入 申 請 書
希望年月日の
属する月から

・派遣先での地位・役職が代表者等
→派遣先の労働者数確認資料添付

追 加 加 入 変 更 届
希望年月日の
属する月から

・派遣先での地位・役職が代表者等
→派遣先の労働者数確認資料添付

変更 事 項 の 変 更 変 更 届
・代表者等の地位・役職に変更
→派遣先の労働者数確認資料添付

脱退

帰国、死亡、退職
（ 遡 及 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異動年月日の
属する月まで

・遡及６か月以上→確認資料添付

脱 退 申 請 書
（ 全 員 脱 退 ）

事由発生日の
属する月まで

・遡及６か月以上→確認資料添付

上 記 以 外
（ 遡 及 不 可 ）

変 更 届
（ 一 部 脱 退 ）

異動年月日の
属する月まで

・希望年月日＝異動年月日
→受付日の翌日から30日以内

脱 退 申 請 書
（ 全 員 脱 退 ）

希望年月日の
属する月まで

・希望年月日は受付日から30日以内

委 託 解 除 脱 退 申 請 書
委託解除日の
属する月まで



５．特別加入時健康診断

第一種特別加入者及び第二種特別加入者で特定業務を行う予定の者

以前に通算して、それぞれの特定業務に応ずる従事期間を超えて業務

を行ったことがある者
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（１）健診の対象

特別加入予定の特定業務
特別加入前に左記の
業務に従事した期間

粉じん作業を行う業務 ３年

身体に振動を与える業務 １年

鉛業務 ６か月

有機溶剤業務 ６か月

特定業務に
該当するか

該当する場合、該当
する業務を〇で囲む
業務歴を記入する



（２）特定業務

① じん肺法第２条第１項第３号の粉じん作業を行う業務

② 労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）別表第１の２第３

号の身体に振動を与える業務

③ 労働安全衛生法施行令別表第４の鉛業務

④ 有機溶剤中毒予防規則第１条第１項第６号の有機溶剤業務又は特定

化学物質障害予防規則第２条の２第１号の特別有機溶剤業務

※詳細はＰ43～Ｐ54を参照
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（３）手続きの流れ

① 特別加入健康診断申出書（以下「申出書」）を監督署へ提出

② 申出書の業務歴から判断して加入時健診が必要と認められる場合、監督署

長が「特別加入時健康診断指示書（以下「指示書」）及び「特別加入時健

康診断実施依頼書（以下「依頼書」）を交付

③ 指示書の期間内に労働局が委託している診断実施機関の中から選び、加入

時健診を受診

※¹ 指示書の期間が過ぎても、申出書の再提出は不要。直ちに受診すること。

また、健診を受診しない場合、特別加入の承認がされない場合がある。

※² 診断実施機関以外であっても、次の要件をすべて満たせば、健診証明書の

代替として処理する。（費用は自己負担）

・申請書等の提出日前６か月以内に健診を実施している。

・必要とする診断項目の健診がなされている。
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【手続きの概略図】
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（４）特別加入の制限

加入時健診の結果、特別加入予定者が既に当該疾病にり患していると

認められる場合、次により特別加入が制限される。

① 症状又は障害の程度が、一般的に就労することが困難であり、療養

に専念しなければならないと認められる場合

→特別加入は認められない。

② 症状又は障害の程度が、特定業務からの転換が認められる場合

→特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められる。

（業務の配置転換）
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（５）記入例

35
※厚生労働省HPよりダウンロード可

【記入例７】

【作業の内容及び作業に用いる工具等】

• 特別加入予定者が従事する特定業務の具体的内容

を記入する。

• 有機溶剤及び振動工具を用いる場合、使用する工

具等の名称を併せて記入する。

【作業に従事した期間】

• 通算して該当する特定業務に従事した期間を記入

する。

※申出書は申請書等と併せて提出する。



６．参考資料
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(東京労働局作成様式）

（　　枚のうち　　枚目）

旧　労働保険番号 委託解除年月日 新　労働保険番号 委託年月日 氏名 生年月日
継続加入、脱退の別
（該当を〇で囲む）

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

継続加入　・　脱退

　　　年　　月　　日
　　　　東京労働局長　殿

【注意事項】

事務組合の
名 　称

所在地

代表者氏名

　・本報告は、旧事務組合の委託解除日の翌日に新事務組合への委託を開始するときに提出できます。

　・旧事務組合委託期間に地位が消滅した特別加入者についてその届出をしていない場合は、旧事務組合を管轄する

労働基準監督署へ別途「特別加入に関する変更届」を提出してください。

　・新事務組合で新たに特別加入する者は、別途「特別加入に関する変更届」の提出が必要です。

特別加入の継続に係る報告書（中小事業主等）

事業場名
旧　事務組合 新　事務組合 特別加入者

中小事業主特別加入者の委託替について、上記のとおり報告します。
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